
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

健康関連取引適正事業団 広告監修（健取団監修Ｋ２０－１１９号） 

 

新型コロナウイルス等の感染症予防対策 

新型コロナウイルスによる肺炎が、感染症法上の「指定感染症」 

に指定されました。 新型コロナウイルスによる肺炎に注意！！ 

 

予防のポイント・・・うつらない、うつさないために 

 

１．帰宅時や調理・食事の前などは流水と石けん 

を使い丁寧に手を洗いましょう！ 

２．手洗いの後は清潔なタオルやペーパーで水分 

をふき取りましょう！ 

３．アルコール消毒液を使用し、手の清潔を保ち 

ましょう！ 

４．使用済みのマスクやティッシュ等は放置せず、 

直ぐにゴミ箱に入れましょう！ 

５．発熱や咳・くしゃみなどがある場合はマスクを 

着用し、症状等でご心配な方は都道府県等 

指定の専門相談窓口に問い合わせをしましょう！ 

 

 

 


